
第８次宮城県地域医療計画（在宅医療）数値目標（案）

●７次計画（中間見直し）

【数値目標指標】

（変更）

訪問診療を実施する診療所・病院数

訪問看護ステーションの従業者数

在宅療養後方支援病院・在宅療養支援
病院・在宅療養支援診療所（有床）数

在宅死亡率

選定理由

・「訪問看護ステーションの従業者数」を「24時間体制を取っている訪問看護ステーション数・従事者数」へ変
更する。（在宅医療機関アンケート調査項目＜今後、在宅医療を推進する上で必要だと思われる取組に
ついて＞の中で『訪問看護ステーションの機能強化（連携しての24時間365日対応等）』が4番目に多か
ったため）
・「在宅療養後方支援病院・在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所（有床）数」を削除する。
（「訪問診療を実施する診療所・病院数」と医療機関が一部重複しているため）
・「在宅死亡率」を「看取り数（死亡診断のみの場合を含む）」へ変更する。（厚生労働省指針による指標
例のうち重点指標を採用するため）
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●８次計画（案）

【数値目標指標】

訪問診療を実施する診療所・病院数

24時間体制を取っている訪問看護ステー
ション数・従事者数

訪問診療を受けた患者数

看取り数（死亡診断のみの場合を含む）

（変更）

（削除）

（変更）

（新規）

（変更）



厚生労働省指針
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